
静岡県選挙管理委員会告示第 39 号

政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 17 条第 1 項の規定による政治団体の解散の届出があったの

で、同条第 3項の規定に基づき、次のとおり公表する。

令和 6年 7 月 23 日

静岡県選挙管理委員会委員長 山本 正幸

政党の支部

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称
代 表 者 の

氏 名

解 散

年 月 日

自由民主党伊豆市修善寺支部 梅 原 泰 嗣 R6. 3. 31

自由民主党静岡県静岡市葵区第二支部 山 田 誠 R5.12.31

自由民主党静岡県袋井市・森町第一支部 渡 瀬 典 幸 R6. 3. 20

政治団体の名称
代 表 者 の

氏 名

解 散

年 月 日

阿形あきらを応援する会 阿 形 昭 R5.12.31

池谷弘後援会 池 谷 崇 徳 R5.10.31

池谷ようこ後援会 池 谷 洋 子 R6. 1.31

石垣まさお後援会 石 垣 専 弥 R5.12.31

稲葉昭宏後援会 稲 葉 彰 子 R6. 3.27

井上保後援会 井 上 保 R5.12.15

海野しょうぞう後援会 松 田 幸 雄 R5.12.31

越野会 菊田 美奈子 R5.11.17

大石一太郎後援会 小 島 邦 彦 R5.12.30



大井としひこ後援会 石 井 英 正 R 5 . 4 . 6

大川敏雄後援会 稲 葉 直 R5.11.30

岡和田剛後援会 松 村 直 樹 R6. 3.18

小沢映子後援会 鳥 居 巖 R6. 3.15

落合勝二後援会 梶 野 完 治 R6. 3.13

小野ゆみ子後援会 杉 田 廣 R5.12.31

加藤常夫後援会 加 藤 常 夫 R6. 1.31

川崎ともや後援会 向 山 明 男 R6. 3.13

きりはら直紀後援会 庄 司 勝 彦 R5.12.31

黒沢かずこ後援会 岡 田 幹 夫 R5.12.20

小泉たかよし後援会 相 良 政 幸 R5.11.20

ごうじ義和後援会 郷 司 義 和 R5.11.27

河野つきえ後援会 矢 部 洋 R 6 . 4 . 3

小林かずひこ後援会 兵 庫 隆 R6. 3.31

小松広克後援会 乾 有 美 R6. 1.31

齋藤佳子後援会 山本 貴美枝 R5.12.31

佐藤龍彦後援会 唐 沢 千 代 R5.12.31

静岡市民党 山 田 誠 R5.12.31



自然・文化の会 富 悠 樹 R 6 . 5 . 1

杉山としかつ後援会 深 澤 栄 治 R5.11.10

鈴木かつみ後援会 鈴 木 克 己 R6. 1.16

鈴木つとむ後援会 鈴 木 歌 夫 R5.12.31

鈴木みきお後援会 鈴 木 幹 夫 R5.11.28

鈴木ようすけ後援会 鈴 木 順 勝 R5.12.31

駿東のチカラ 杉 森 賢 二 R6. 2.17

政治結社國憂塾 本 健 一 R6. 3.31

高木かつよしと公共料金等軽減を考える会 高 木 克 佳 R 6 . 3 . 1

高橋としのり後援会 高 橋 利 典 R5.12.31

髙橋靖銘後援会 山 内 剛 R6. 3.25

高橋ゆきお後援会 高 橋 幸 雄 R6. 1.31

土田ひろかず後援会 土 田 博 和 R6. 3.31

土屋みつゆき後援会 勝 又 嶋 夫 R5.12.28

坪地陽介後援会 仲 秋 晴 央 R6. 2.24

とりい康子後援会 鳥 居 康 子 R6. 2.20

内藤たけし後援会 長 谷 進 R5.11.16

内藤武史政策研究会 内 藤 武 史 R5.11.16



長嶋泰人後援会 長 嶋 泰 人 R5.12.16

なかだ佳正後援会 仲 田 紘 一 R5.11.30

中山真珠後援会 中 山 真 珠 R5.11.15

日本あいさつ党 渡邊 眞太朗 R5.11.15

原信也後援会 原 信 也 R5.12.31

福本栄一郎後援会 土屋 多恵子 R5.12.31

福世よしみ後援会 福 世 千 秋 R5.12.29

増田しんすけ後援会 松 本 和 美 R 6 . 4 . 8

増田まさのぶ後援会 川 口 弘 R6. 4.30

松井ゆうすけと創る、明るく優しい静岡～明優会～ 渡 井 優 介 R6. 3.30

みやこと未来を創る会 大 宮 康 平 R 6 . 1 . 9

森延彦後援会 田 神 耕 一 R6. 2.29

山﨑照代後援会 山 﨑 利 男 R5. 4.30

山本ひろし後援会 山 下 一 生 R5.11.30

悠和会 和久田 哲男 R5.10.31

吉田よしお後援会 吉 田 一 俊 R5.12.31

和久田てつお後援会 和久田 哲男 R5.10.31

わらしなやすゆき後援会 藁 科 寧 之 R6. 2.26




